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第１章 総則 

 

第１条(目的等) 

１ 本規定は、ＷＩＬＬ法律事務所所属弁護士(以下「所属弁護士」という)がその職

務に関して受ける弁護士の料金等に関する標準を示すことを目的とする。 

２ 所属弁護士は、個別契約によって本規定と異なる報酬等を定めることができる。 

 

第２条(弁護士料金の種類等) 

１ 弁護士料金の種類等は以下のとおりである。 

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定及び電話による相

談を含む)の対価をいう。 

書面による

鑑定料 

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の

対価をいう。 

着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処

理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんに

かかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 

報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものに

ついて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をい

う。 

手数料 原則として、事件等のうち一回程度の手続又は委任事務処理で終

了するものについての委任事務処理の対価をいう。 

顧問料 契約によって、継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 

日当 所属弁護士が、委任事務処理のために相当程度事務所所在地を離

れ、移動によって拘束されること、又は調停・裁判等の手続にお

いて一定時間拘束されることの対価をいう。 

２ 本規定に定める弁護士料金の額はすべて消費税法(昭和６３年法律第１０８号)及

び消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是

正等に関する特別措置法(平成２５年法律第４１号)に基づく消費税込み価格表示

である。 

３ 依頼者が法人である場合、弁護士料金の支払に際して源泉徴収を行う。 

 

第３条(弁護士料金の支払時期) 

１ 弁護士料金の支払時期は、次のとおりとする。 

着手金 事件等の受任の時(委任契約締結日) 

報酬金 事件等の処理が終了した日から２週間以内 

その他 本規定の定めに従うほか、個別契約によって特に定めたときはそ 
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 の規定に従う。 

２ 所属弁護士は事件等の処理により預り金を保管しているときは、当然にその預り

金から未払弁護士料金を差し引いてその支払を受けることができる。 

 

第４条(事件等の個数等) 

１ 裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をも

って、一件とする。 

２ 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。 

３ 弁護士料金は、一件ごとに定める。ただし、同一弁護士が引き続き上訴審を受任

したときの報酬金については、裁判確定までの全審級をもって一件とみなし、特

に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。 

 

第５条(複数弁護士による事件受任の場合の特則) 

次の各号に該当する場合は、事件等が一件のときも担当弁護士ごとに弁護士料金

を請求することができる。 

① 依頼者の意思により複数の所属弁護士が受任するとき 

② 事件等について、その専門性・複雑性等により複数の弁護士によって事件を受

任する必要があるとき。ただし、所属弁護士は、あらかじめ依頼者等に対して複

数弁護士の必要性について説明し、その承諾を得なければならない。 

 

第２章 法律相談料等 

 

第６条(法律相談料) 

１ 法律相談料は、次表のとおりとする。 

個人(一般私人) １時間 １１，０００円 

ただし、以後３０分延長するごとに５，５００円追加 

個人事業者及び法人等

(権利能力なき社団等

を含む) 

１時間 １６，５００円 

ただし、以後３０分延長するごとに８，２５０円追加 

２ 法律相談が２回以上継続する場合、以後の法律相談料は、所属弁護士が個別に定

めることができる。 

 

第７条(書面による鑑定料) 

１ 書面による鑑定料は、次表のとおりとする。 

書面による鑑定料 一鑑定事項につき１１０，０００円以上 

２ 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、所属弁護士は依頼

者と協議のうえ、前項に定める額を超える鑑定料を受けることができる。 
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第３章 民事事件 

 

第１節 着手金及び報酬金の算定等 

 

第８条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準) 

本節の着手金及び報酬金については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、

報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定す

る。ただし、本規定による特段の定め又は個別契約による特段の合意がある場合は

この限りでない。 

 

第９条(経済的利益の額) 

１ 経済的利益の額を算定することが可能な場合 

①金銭債権(原則) 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) 

②将来の債権(例外①) 債権総額から中間利息を控除した額 

③継続的給付債権であって期

間不定のもの(例外②) 

７年分の額 

④賃料増減請求事件(例外③) 増減額分の７年分の額 

⑤所有権(不動産を除く) 対象たる物の時価相当額 

⑥詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行

為の目的の価額が債権額に達しないときは、法

律行為の目的の価額 

⑦共有物分割請求事件 対象となる持分の時価相当額 

⑧遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額 

⑨遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額 

⑩金銭債権についての民事執

行事件 

請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債

権額に達しないときは、執行対象物件の時価相

当額(担保権設定、仮差押等の負担があるとき

は、その負担を考慮した額) 

２ 経済的利益の額を算定することが困難な場合 

前項により経済的利益の額を算定することができない場合、その経済的利益は、

着手金については５００万円、報酬については１０００万円を目安として、所属弁

護士と依頼者との協議のうえ、適正な価額を決定する。 

 

第 10 条(経済的利益の額の算定の特則) 

１ 前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに大きい場合、所

属弁護士は、依頼者と協議のうえ、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するま

で、減額することができる。 
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２ 前条で算定された経済的利益の額が次の各号の一に該当する場合、所属弁護士

は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応す

るまで、増額することができる。 

① 請求の目的が解決すべき紛争の一部であって、前条で算定された経済的利益の

額が当該事件等により解決するべき紛争の実態に比して明らかに小さいとき。 

② 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利

益の額に比して明らかに大きいとき。 

 

第 11 条(着手金) 

１ 着手金は、経済的利益の額に照らし、それぞれ次表の範囲内において算定する

（別表「着手金早見表」参照）。ただし、着手金の最低額は１１０，０００円とす

る。 

経済的利益の額 着手金 

３００万円以下の部分 ×１１％～１７．６％以下 

３００万円超３０００万円以下の部分 ×１６．５％以下 

３０００万円超３億円以下の部分 ×１３．２％以下 

３億円を超える部分 ×１１％以下 

２ 前項の着手金は、事案の内容(当事者の数、相手方の属性、事件の複雑性及び難

易性等。以下同じ)により、２２％の範囲内で増額することができる。 

３ 民事訴訟事件につき同一弁護士が上訴審等を引き続き受任する場合、前２項の規

定にかかわらず、事件等の経済的利益の２分の１の額を目安として、着手金を適

正妥当な範囲内で減額することができる。 

 

第 12 条(民事事件の成功報酬金) 

１ 訴訟事件、調停事件、非訟事件、家事審判事件及び仲裁事件の成功報酬金は、本

規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定す

る。 

経済的利益の額 報酬金 

３００万円以下の部分 ×２２％以下 

３００万円超３０００万円以下の部分 ×１７．６％以下 

３０００万円超３億円以下の部分 ×１４．３％以下 

３億円を超える部分 ×１１％以下 

２ 前項の成功報酬金は、事案の内容により、２２％の範囲内で増額することができ

る。 

 

第 13 条(訴訟等事件の日当) 

訴訟等事件につき、第 11 条に定める着手金及び第 12 条に定める成功報酬金のほ
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か、第 48 条の規定に基づき、日当を請求することができる。 

 

第 14 条(示談交渉事件の特則) 

同一弁護士が、同一事件について、示談交渉事件から引き続き訴訟等その他の事

件を受任するときの着手金は、本規定に特に定めのない限り、第 11 条の規定によ

り算出した額から既に受領した着手金の額を控除することができる。 

 

第 15 条(契約締結交渉の特則) 

１ 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準

として、次表のとおり算定する。 

経済的利益の額 着手金 報酬金 

３００万円以下の部分 ×１１％ ×１７．６％ 

３００万円を超え３０００万円以下の部

分 

×８．８％ ×１５．４％ 

３０００万円を超え３億円以下の部分 ×６．６％ ×１２．１％ 

３億円を超える部分 ×５．５％ ×９．９％ 

２ 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、２２％の範囲内で増減額するこ

とができる。 

３ 前２項の着手金は、１１０，０００円を最低額とする。 

 

第 16 条(督促手続事件の特則) 

１ 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定す

る。 

経済的利益の額 着手金 報酬金 

３００万円以下の部分 ×１１％ ×１７．６％ 

３００万円を超え３０００万円以下の部

分 

×８．８％ ×１５．４％ 

３０００万円を超え３億円以下の部分 ×６．６％ ×１２．１％ 

３億円を超える部分 ×５．５％ ×９．９％ 

２ 前項の着手金は、事案の内容により、２２％の範囲内で増減額することができ

る。 

３ 前２項の着手金は、１１０，０００円を最低額とする。 

４ 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第 11 条の規定により算定され

た額と前３項の規定により算定された額との差額とする。 

５ 督促手続事件の報酬金は、第 12 条の規定により算定された額の２分の１とす

る。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求

することができない。 



 

 

6 

６ 前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、所属弁護士

は、前５項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第 11 条第

１項の規定により算定された額の３分の１を、報酬金として第 12 条の規定により

算定された額の４分の１を、それぞれ受けることができる。 

 

第 17 条(保全事件の特則) 

１ 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という)の着手金

は、第 11 条の規定により算定された額の２分の１とする。ただし、審尋又は口頭

弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の３分の２とする。 

２ 知的財産事件、労働事件等、事案が重大又は複雑な事件に関しては、前項の規定

にかかわらず、第 11 条の規定に準じて着手金を受けることができる。 

３ 事件が重大又は複雑である場合、第 12 条の規定により算定された額の４分の１

の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条

の規定により算定された額の３分の１の報酬金を受けることができる。 

４ 第１項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、

第 12 条の規定に準じて報酬金を受けることができる。 

５ 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは

別に着手金及び報酬金を受けることができる。この場合は、第 18 条第１項及び第

２項の規定を準用する。 

６ 第１項の着手金及び第２項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件

と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることが

できる。 

７ 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、２２０，０００円を最低額とす

る。 

 

第 18 条(民事執行事件等の特則) 

１ 民事執行事件の着手金は、第 11 条の規定により算定された額の２分の１とす

る。 

２ 民事執行事件の報酬金は、第 12 条の規定により算定された額の４分の１とす

る。 

３ 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本

案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第 11

条の規定により算定された額の３分の１とする。 

４ 執行停止事件の着手金は、第 11 条の規定により算定された額の２分の１とす

る。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された

額の３分の１とする。 

５ 前項の事件が重大又は複雑なときは、第 12 条の規定により算定された額の４分
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の１の報酬金を受けることができる。 

６ 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、１１０，０００円を最低額とする。 

 

第２節 家事事件 

 

第 19 条(離婚事件) 

１ 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引

き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正な範囲内で減額することができ

る。 

離婚事件の内容 着手金及び報酬金 

離婚交渉事件 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

離婚調停 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

離婚訴訟事件 それぞれ５５０，０００円 

ただし、本条第４項の財産給付請求を伴う場合は、そ

の額を基準とする加算をそれぞれすることができる

(本条第４項)。 

２ 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定

による離婚調停事件の着手金の額の２分の１とする。 

３ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第１項の規

定による離婚訴訟事件の着手金の額の２分の１を基準として請求することができ

る。 

４ 前３項において、婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費など財産給付請求を伴う

ときは、所属弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 11

条又は第 12 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額

を加算して請求することができる。 

５ 前４項の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金

の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等

を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 

６ 離婚調停は、期日ごとに日当を請求することができる。 

７ 離婚調停において、調停事件が係属後１年を超えて継続する場合、依頼者と協議

のうえ、追加の着手金等を定めることができる。 

 

第 20 条(養子縁組離縁事件) 

養子縁組離縁事件の着手金及び報酬金は、第 19 条の規定を準用する。 

 

第 21 条(成年後見申立事件) 

成年後見申立事件の着手金は、３３０，０００円とする。 
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第 22 条(任意後見事件) 

１ 任意後見事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

任意後見契約締結 ２２０，０００円以上 

任意後見契約に基

づく委任事務 

基本報酬 月額１１，０００円以上５５，０００

円以下 

不動産管理等特殊

な財産管理事務を

含む場合 

月額３３，０００円以上５５，０００

円以下 

 裁判手続の代理 本規定の他の条項に基づき算定され

た手数料、着手金又は報酬金の額 

２ 任意後見契約に基づく事務が開始するまでの間に、財産管理契約を締結する場合

の着手金及び報酬金は、第１項の規定を準用する。 

３ 任意後見契約及び財産管理契約を締結後、訪問による面談を行う場合、１訪問ご

とに日当を請求することができる。 

 

第 23 条(遺言) 

１ 遺言作成の費用は、１１０，０００円以上５５０，０００円以下とし、財産の多

寡・内容の複雑性等を踏まえ、決定する。 

２ 遺言執行の費用は、次表のとおりとする。 

基本 遺言執行の対象と

なっている財産を

基準として 

３００万円以下の部分 ３３０，０００円 

３００万円を超え３０００万円以下の部分 ５．

５％ 

３０００万円を超え３億円以下の部分 ２．２％ 

３億円を超える部分 １．１％ 

特に複雑又は特殊な事情が

ある場合 

所属弁護士と受遺者との協議により増額すること

ができる。 

遺言執行に裁判手続を要す

る場合 

遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護

士報酬を請求することができる。 

 

第 24 条(遺産分割) 

１ 遺産分割事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

遺産分割事件の内容 着手金及び報酬金 

遺産分割交渉事件 １１０，０００円以上５５０，０００円以下とする。 
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遺産分割調停 第 11 条により算出 

→遺産総額が不明の場合、それぞれ３３０，０００円

以上５５０，０００円以下とし、総遺産額から第 11 条

により算出した額との差額がある場合は、報酬請求時

に精算する。 

遺産分割審判 第 11 条により算出 

→遺産総額が不明の場合、それぞれ３３０，０００円

以上５５０，０００円以下とし、総遺産額から第 11 条

により算出した額との差額がある場合は、報酬請求時

に精算する。 

ただし、同一弁護士が遺産分割調停事件から引き続き

受任する場合は、着手金額を相当額減額することがで 

 きる。 

２ 同一弁護士が、同一の遺産分割事件について、複数の相続人から依頼を受ける場

合、着手金及び報酬金は、依頼者ごとに決定する。ただし、この場合、所属弁護

士は、全依頼者に対し、利害対立について説明し、全依頼者から、この依頼者間

には利害対立がないことの確認、及び同一弁護士が事件受任することの同意(民法

１０８条、弁護士法２５条１項)を得なければならない。 

３ 前項の場合に、将来、依頼者間で利害対立が顕在化した場合、所属弁護士は、全

依頼者の事件について辞任しなければならない。この場合、着手金の精算はしな

い。 

 

第 25 条(遺留分減殺請求事件) 

遺留分減殺請求事件の着手金及び報酬金は、第 24 条の規定を準用する。 

 

第３節 不動産事件 

 

第 26 条(不動産に関する事件の経済的利益の額) 

１ 以下の不動産に関する事件の経済的利益の額は、次表のとおり算定する。 

①賃料増減請求事件 増減額分の７年分の額 

②土地所有権 対象たる土地の時価相当額 

③建物所有権 建物の時価相当額に、その敷地の時価の２分の

１の額を加算した額 

④占有権、地上権、永小作権、

賃借権及び使用借権 

対象たる物の時価（ただし、建物の場合は前号

の額）の２分の１の額。ただし、その権利の時

価が対象たる物の時価の２分の１の額を超え

るときは、その権利の時価相当額とすることが
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できる。 

⑤地役権 承役地の時価の２分の１の額 

⑥担保権 被担保債権額 

⑦不動産についての所有権、

地上権、永小作権、地役権、

賃借権及び担保権等の登記

手続請求事件 

前記⑤及び⑥に準じた額 

 

第 27 条(建物退去明渡事件の特則) 

１ 建物の一部又は全部の明渡請求事件(解除原因がない立退交渉事件を除く)の着手

金及び報酬金については、賃料又は賃料相当損害金(以下｢賃料等｣という)を基準

とし、次表のとおりとする。 

着手金 示 談 交 渉 事

件 

賃料２か月分相当額 

 調停 賃料３か月分相当額 

ただし、示談交渉事件から調停に移行した場合、賃料

１か月分相当額 

訴訟 賃料３か月分相当額 

ただし、示談交渉事件又は調停から訴訟に移行した場

合、賃料１か月分相当額 

報酬金 賃料等の４か月分相当額 

２ 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により２２％の範囲内で増額することが

できる。 

３ 前２項の着手金及び報酬金は、２２０，０００円を最低額とする。 

 

第 28 条(相隣関係に関する事件) 

１ 相隣関係に関する紛争(以下「相隣紛争」という)に関する示談交渉の着手金及び

報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ１６５，０００円以上３３０，０００円以下 

２ 相隣紛争に関する調停事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

ただし、同一弁護士が、同一事件について示談交渉から調停事件を引き続き受任

する場合は、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

３ 相隣紛争に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同

一弁護士が、同一事件について、示談交渉及び調停事件から引き続き受任すると

きは、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 
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着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

 

第 29 条(境界に関する事件) 

１ 境界確定及び境界画定を含む所有権に関する紛争(以下「境界画定等」という)に

関する示談交渉の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ１６５，０００円以上３３０，０００円以下 

２ 筆界特定制度の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ２７５，０００円以上５５０，０００円以下 

３ 境界画定等に関する調停事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

ただし、同一弁護士が、同一事件について示談交渉、筆界特定制度から調停事件

を引き続き受任する場合は、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

４ 境界確定等に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、

同一弁護士が、同一事件について、示談交渉、筆界特定制度及び調停事件から引

き続き受任するときは、事案の内容に応じ、着手金を減額することができる。 

着手金及び報酬金 それぞれ３３０，０００円以上６６０，０００円以下 

 

第 30 条(借地非訟事件) 

１ 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただ

し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲

内で減額することができる。 

借地権の額 着手金 

５０００万円以下の場合 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

５０００万円を超える場合 前段の額に５０００万円を超える部分の０．５

５％を加算した額 

２ 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、依頼者と協議のうえ、報

酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥

当な範囲内で増減額することができる。 

① 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の２分の１を、相手方

の介入権が認められたときは財産上の給付額の２分の１を、それぞれ経済的利益

の額として、第 12 条の規定により算定された額 

② 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、

借地権の額の２分の１を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃

料増額分の７年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第 12 条の規

定により算定された額 

３  借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金

は、第１項の規定による額の２分の１とする。 
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４ 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任す

るときの着手金は、第１項の規定による額の２分の１とする。 

 

第４節 手形小切手訴訟 

 

第 31 条(手形、小切手訴訟事件の特則) 

１ 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次

表のとおり算定する。 

経済的利益の額 着手金 報酬金 

３００万円以下の部分 ×８．８％ ×１７．６％ 

３００万円を超え３０００万円以下の部

分 

×７．７％ ×１５．４％ 

３０００万円を超え３億円以下の部分 ×５．５％ ×１２．１％ 

３億円を超える部分 ×４．４％ ×９．９％ 

２ 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、２２％の範囲内で増減額するこ

とができる。 

３ 前２項の着手金は、１１０，０００円を最低額とする。 

４ 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 11 条の規定に

より算定された額と前３項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金

は、第 12 条の規定を準用する。 

 

第４章 倒産等事件 

 

第 32 条(倒産等事件) 

１ 破産、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、

関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、次の各号

のとおりとする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手

金に含まれる。 

破 

産 

①法人の破産事件 ２，２００，０００円以上 

②法人以外の破産事

件(管財事件) 

５５０，０００円以上 

③法人以外の破産事

件(同時廃止事件) 

３３０，０００円以上 

ただし、裁判所の指導により管財事件に移行する

場合、着手金として２２０，０００円を追加する。 

 ④特別清算事件 ２，２００，０００円以上 

 ⑤会社更生事件 ３，３００，０００円以上 

２ 前項各号の報酬金は、第 12 条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額



 

 

13 

は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益

等を考慮して算定する。 

３ 所属弁護士が、利息制限法所定の上限利率による引き直し計算により過払い金の

回収を図った場合の報酬金は、次のとおりとする。ただし、当該過払い金回収事

件の処理について、裁判上の手続を要したときは、第 11 条及び第 12 条の各規定

によ算定された着手金及び報酬金を受けることができる。 

過払い金がある場合 返還を受けた金額の２２％＋当該債権者の当初請求債権

額の１１％相当額 

 

第 33 条(民事再生事件) 

１ 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模

並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、次の各号のとおりとする。ただ

し、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。 

①法人 ３，３００，０００円以上 

②法人以外の事業者 １，１００，０００円以上 

③個人 ５５０，０００円以上 

④小規模個人再生及び給与所得者

等再生事件 

３３０，０００円以上 

ただし、住宅資金特別条項を提出する場合、

４４０，０００円以上 

２ 法人及び事業者における民事再生事件の場合、報酬金は、依頼者が民事再生計画

認可決定を受けたときに限り、受けることができる。 

３ 前項の報酬金は、第 12 条の規定を準用する。 

４ 第２項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権

額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、

次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。 

５ 所属弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するま

での執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受け

ることができる。 

６ 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第２項の報酬金

を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。 

７ 民事再生法第２３５条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金

は、第１項第３号の規定により算定された額の２分の１とする。この場合の報酬

金は、前項の規定を準用する。 

 

第 34 条(任意整理事件及び特定調停事件) 

１ 任意整理事件(第 32 条第１項及び第 33 条第１項に該当しない債務整理事件をい

う。)又は特定調停事件着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等
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事件の規模に応じて定め、それぞれ各号のとおりとする。 

①事業者 ５５０，０００円以上 

②非事業者 ３３，０００円×債権者数 

ただし、着手金の最低額を１１０，０００円とする。 

２ 前項１号の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金

員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という)を基準とし

て、次の各号の表のとおり算定する。 

① 所属弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき 

５００万円以下の部分 ２２％ 

５００万円を超え１０００万円以下の部分 １７．６％ 

１０００万円を超え５０００万円以下の部分 １１％ 

５０００万円を超え１億円以下の部分 ８．８％ 

１億円を超える部分 ６．６％ 

② 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき 

５０００万円以下の部分 ３．３％ 

５０００万円を超え１億円以下の部分 ２．２％ 

１億円を超える部分 １．１％ 

３ 第１項１号の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了し

たときの報酬金は、第 12 条の規定を準用する。 

４ 第 1 項２号の事件の報酬金は、利息制限法所定の上限利率による引き直し計算に

より返還を受けた過払い金の有無により、次表のとおりとする。 

過払い金がある場合 返還を受けた金額の２２％＋当該債権者の当初請求債権

額の１１％相当額 

過払い金がない場合 当該債権者の当初請求金額と和解金額との差額の１１％

相当額 

５ 第１項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前２項に定めるほ

か、第 11 条及び第 12 条により算定された着手金及び報酬金を受けることができ

る。 

 

第５章 行政事件 

 

第 35 条(行政上の不服申立事件) 

行政上の異議申立、審査請求及び再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、

第 11 条の規定により算定された額とし、報酬金は、第 12 条の規定により算定され

た額とする。 
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第６章 刑事事件・少年事件 

 

第 36 条(基本規定) 

１(事件分類) 

本章における事件の定義は、以下のとおりとする。 

(1) 簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任

事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいう。 

(2) 複雑な事件とは、裁判員裁判対象事件、及び公判前整理手続に付された事件、

並びに事件数又は関係者が多数である等の事情があり、事件処理に相当程度の困

難さ、煩雑さが予想され、委任事務処理に相当程度の労力又は時間を要すると見

込まれる事件をいう。 

(3) 前２項の事件に該当するかどうかの判断は、当該事件を担当する所属弁護士

（以下本節において「受任弁護士」という）において、当該事案についての事件

の性質、争点、犯行の態様、被疑者被告人・被害者・共犯者・その他事件関係者

の状況等、事件に関する一切の事情を勘案して決定する。 

２(特別手当、日当の合意) 

依頼者が契約時に受任弁護士との間で第 42 条に定める特別手当、及び第 43 条に

定める日当の支払の合意をした場合には、依頼者は、弁護士費用に加えこれらを別

途支払うものとする。 

３(実費の負担) 

依頼者は、着手金、報酬金、特別手当、日当の他、受任弁護士の請求に応じて、当

該事件に必要な実費を支払うものとする。 

４(費用の支払） 

依頼者は、本節各条項に定める着手金、報酬金、特別手当、日当、実費の支払につ

いて、受任弁護士の請求に応じて遅滞なく行うものとする。 

５(預り金制度) 

前項の各費用の支払方法について、依頼者と受任弁護士の協議のうえ、書面によ

り合意した場合には、依頼者は、一定の金員を受任弁護士に預け、受任弁護士が同

金員から各費用を差し引く方法によって各費用の支払をすることができる。 

 

第 37 条(刑事事件の着手金) 

１ 起訴前弁護の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 
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複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

２ 起訴後弁護(第一審)の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

３ 上訴事件(控訴審・上告審)の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

 

第 38 条(刑事事件の報酬金) 

１ 起訴前弁護の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 不起訴 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

略式起訴 ２２０，０００円以上４４０，０００円以下 

正式起訴 ０円 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

２ 起訴後弁護(第一審)の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 無罪（一部無罪を

含む） 

５５０，０００円以上１，１００，０００円

以下 

刑の執行猶予 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

刑の執行猶予(再

度の執行猶予) 

４４０，０００円以上７７０，０００円以下 

実刑(求刑より軽

減) 

２２０，０００円以上４４０，０００円以下 
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実刑(求刑以上) ０円 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

３ 上訴事件(控訴審・上告審)の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 無罪（一部無罪を

含む） 

５５０，０００円以上１，１００，０００円

以下 

刑の執行猶予 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

刑の執行猶予(再

度の執行猶予) 

４４０，０００円以上７７０，０００円以下 

実刑(第一審判決

より軽減) 

２２０，０００円以上４４０，０００円以下 

実刑(第一審判決

以上) 

０円 

 検察官上訴が棄

却された場合 

４４０，０００円以上７７０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

 

第 39 条(再審請求事件の報酬) 

１ 再審請求事件の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ５５０，０００円以上１，１００，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

２  再審請求事件の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 再審開始決定 ５５０，０００円以上１，１００，０００円以

下 

不開始決定 ０円 
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簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

３ 再審請求が認められた後の事件の審理に関する着手金の金額については、第 37

条の規定に、及び報酬金の金額については、第 38 条の規定にそれぞれ従う。 

 

第 40 条(複数の事件等について同一弁護士が引き続き受任した場合等) 

１ 起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて受任弁護士が起訴後の事件を受任

するときも、受任弁護士は起訴後の事件について第 37 条第２項に定める着手金を

受けることができる。 

２ 再逮捕等により起訴前事件が複数になる場合、及び起訴後に追起訴された事件に

ついて、同一の弁護士が受任するときは、それぞれ別事件として第 37 条に定める

着手金、及び第 38 条に定める報酬金を受けることができる。 

３ 受任弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、第 37 条第３項に定める着手

金、及び第 38 条第３項に定める報酬金を受けることができる。 

４ 受任弁護士は、本条第１項ないし第３項の場合において、事件が同種であるなど

の事情により、事件数の割合に比して一件当たりの執務量が軽減されるなど、追

加受任する事件につき、着手金及び報酬金を減額すべき事由があると認める場合

には、適正妥当な範囲内で減額することができる。 

 

第 41 条(検察官の上訴取下げ等) 

検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移

送の言渡しがあった場合の報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量

を考慮したうえ、第 38 条の規定を準用する。 

 

第 42 条(特別手当) 

受任弁護士は、依頼者との協議により書面によって合意した場合には、保釈申立、

勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、及び特別抗告等の申立事件に対する特別

手当を受けることができる。ただし、同手当は当該申立が棄却、あるいは却下され

た場合には生じない成功報酬とし、またその金額は１１０，０００円以上とする。 

 

第 43 条(刑事事件における日当の特則) 

受任弁護士は、依頼者との協議により書面によって合意した場合には、次表のと

おり日当を受けることができる。 

種類 内容等 金額 

接見日当 接見１回あたりの日当 １１，０００円以上３３，０００円以下 
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公判日当 公判期日・公判前整理手

続期日・打合せ期日等、

裁判所に出頭した場合

の１期日あたりの日当 

１１，０００円以上５５，０００円以下 

そ の 他 日

当 

被害弁償、示談交渉、現

地調査、事情聴取等、当

該事件に関して外出等

した場合の日当 

半日(往復２時間を超え４時間まで) 

３３，０００円以上５５，０００円以下 

一日(往復４時間を超える) 

５５，０００円以上１１０，０００円以

下 

 

第 44 条(告訴、告発等) 

１ 告訴、告発、検察審査会への審査申立、仮釈放、仮出獄及び恩赦等の手続の着手

金並びに報酬金は、以下のとおりとする。 

着手金 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

報酬金 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

２ 前項において報酬金を受けられる場合とは、以下のとおりである。 

告訴及び告発事件 告訴及び告発の受理 

検察審査会への審査申立事件 審査の開始 

仮釈放、仮出獄及び恩赦等 仮釈放、仮出獄及び恩赦等の決定の確定 

 

第７章 その他手数料 

 

第 45 条(手数料) 

手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基

準として、次の各号のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第９

条ないし第 10 条の規定を準用する。 

① 裁判上の手続に関する手数料 

項目 分類 手数料 

証拠保全 基本 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

ただし、本案事件を併せて受任したときでも本案

事件の着手金とは別に受けることができる。 

特 に 複 雑 又

は 特 殊 な 事

情 が あ る 場

合 

所属弁護士と依頼者との協議により定める額 

即決和解 基本 ５５，０００円以上１１０，０００円以下 
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ただし、示談交渉事件から引き続いて即決和解手

続を受任したときでも示談交渉事件の着手金とは

別に受け取ることができる。 

特 に 複 雑 又

は 特 殊 な 事

情 が あ る 場

合 

所属弁護士と依頼者との協議により定める額 

公示催告 ５５，０００円以上１１０，０００円以下 

倒産整理事

件の債権届

出 

基本 ５５，０００円以上１１０，０００円以下 

特 に 複 雑 又

は 特 殊 な 事

情 が あ る 場

合 

所属弁護士と依頼者との協議により定める額 

簡易な家事審判(家事審判

法第９条第１項甲類に属す

る家事審判事件で事案簡明

なもの。) 

１１０，０００円以上２２０，０００円以下 

② 裁判外の手数料 

項目 分類 手数料 

法律関係調

査 ( 事 実 関

係 

基本 
５５，０００円以上２２０，００

０円以下 

調 査 を 含

む) 

基本事件であるが、弁護士法

２３条の２に基づく照会を要

する場合 

一件あたり５５，０００円 

ただし、事案により、所属弁護士

と依頼者との協議のうえ増減額

させることができる。 

特に複雑又は特殊な事情があ

る場合 

所属弁護士と依頼者との協議に

より定める額 

契約書類及

びこれに準

ずる書類の

作成 

定型 

 

５５，０００円以上３３０，００

０円以下 

非定型 基本 １１０，０００円以上５５，００

０円以下 

特に複雑又は特殊な

事情がある場合 

所属弁護士と依頼者との協議に

より定める額を前記基本金額に

加算する。 

公正証書にする場合 上記各手数料に５５，０００円以
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上を加算する。 

内容証明郵

便作成 

弁護士

名の表

示なし 

基本 ３３，０００円 

特に複雑又は特殊な

事情がある場合 

所属弁護士と依頼者との協議に

より定める額 

弁護士

名の表

示あり 

基本 ５５，０００円 

特に複雑又は特殊な

事情がある場合 

ただし、弁護士による交渉を要す

る場合には、示談交渉に関する着

手金等を加算する。 

会社設立等 設立、増減資、合併、分割及び

組織変更、通常清算 

資本額若しくは総資産額のうち

高い方の額又は増減資額に応じ

て以下により算出された額 

１０００万円以下の部分 ４．

４％ 

１０００万円を超え２０００万

円以下の部分 ３．３％ 

２０００万円を超え１億円以下

の部分 ２．２％ 

１億円を超え２億円以下の部分 

１．１％ 

２億円を超え２０億円以下の部

分 ０．５５％ 

２０億円を超える部分 ０．３

３％ 

特に複雑又は特殊な事情があ 所属弁護士と依頼者との協議に 

 る場合 より定める額 

会社設立等

以外の登記

等 

申請手続 一件につき５５，０００円 

ただし、事案により、所属弁護士

と依頼者との協議のうえ、適正妥

当な範囲内で増減額することが

できる。 

交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民

票等の交付手続は、１通につき

１，１００円とする。 

株主総会等

指導 

基本 ３３０，０００円以上 

現物出資等証明(会社法３３条１０項３号等 一件につき３３０，０００円 
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に基づく証明)等証明 ただし、出資等にかかる不動産価

格及び調査の難易、繁簡等を考慮

し、所属弁護士と依頼者との協議

により、適正妥当な範由内で増減

額することができる。 

 

第８章 時間制 

 

第 46 条(時間制) 

１ 所属弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に閲し、本規定の他の規

定にかかわらず、３０分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要し

た時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることが

できる。 

２ 前項の単価は、３０分ごとに１１，０００円以上とする。 

３ 具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び所属

弁護士の熟練度等を考慮する。 

４ 時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かる

ことができる。 

 

第９章 顧問料 

 

第 47 条(顧問料) 

１ 顧問料は、次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内

容等を考慮して、その額を減額することができる。 

法人 上場 月額１１０，０００円以上 

 非上場 月額５５，０００円以上１１０，０００円以下 

法人以外の事業者 月額３３，０００円以上１１０，０００円以下 

非事業者 月額１１，０００円以上 

２ 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場

合を除き、一般的な法律相談とする。 

３ 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約

立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会及び講演などの業務の内容並

びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、依頼者と協議のうえ、顧問契

約の内容を決定する。 

４ 訴訟、調停、示談交渉及び手数料等の着手金及び報酬金については、本条項にか

かわらず、依頼者と協議のうえ、別途定めるところにより請求することができ

る。 
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第 10 章 日当 

 

第 48 条(日当) 

１ 日当は、この規定に特に定めのない限り、次表のとおりとする。ただし、交通費

等の実費は別途請求することができる。 

半日(往復２時間を超え４時間ま

で) 

３３，０００円以上５５，０００円以下 

一日(往復４時間を超える場合) ５５，０００円以上１１０，０００円以

下 

２ 前項にかかわらず、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額

することができる。 

３ 日当については、概算により、あらかじめ依頼者から預かることができる。 

 

第 11 章 実費等 

 

第 49 条(実費等の負担) 

１ 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託

金その他委任事務処理に要する実費等(以下｢実費等｣という)については、依頼者

の負担とする。 

２ 実費等については、概算により、あらかじめ依頼者から預かることができる。 

 

第 50 条(交通機関の利用) 

出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。 

 

第 12 章 委任契約の清算 

 

第 51 条(委任契約の中途終了) 

１ 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、

中途で終了した場合は、所属弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程

度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報

酬の全部若しくは一部を請求する。 

２ 前項において、委任契約の終了につき、所属弁護士のみに重大な責任がある場合

は、所属弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただ

し、所属弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、所属

弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。 

３ 第１項において、委任契約の終了につき、所属弁護士に責任がないにもかかわら

ず、依頼者が所属弁護士の同意なく委任事務を終了させ、依頼者が故意若しくは
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重大な過失により委任事務処理を不能にし、又はその他依頼者に重大な責任があ

る場合は、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求する

ことができる。ただし、所属弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了してい

ないときは、その全部については請求することができない。 

 

第 52 条(事件等処理の中止等) 

１ 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したと

きは、所属弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。 

２ 前項の場合には、所属弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければな

らない。 

 

第 53 条(弁護士報酬の相殺等) 

１ 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、所属弁護士は、依頼者 

に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼

者に引き渡さないでおくことができる。 

２ 前項の場合には、所属弁護士は、速やかに、依頼者にその旨を通知しなければな 

らない。 

 

附 則 

1 本規定は、平成１９年１月１日から施行する。 

2 平成２７年４月１日改訂後の本規定については、同日から施行する。 

3 令和３年１０月１日改訂後（総額表示後）の本規定については、同日から施行する。 
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別表「着手金早見表」 

経済的利益の額 基準幅 基準平均額 

３００万円以下 110,000 円～528,000 円 319,000 円 

３００万円超４００万円以下 330,000 円～693,000 円 517,000 円 

４００万円超５００万円以下 495,000 円～858,000 円 682,000 円 

５００万円超６００万円以下 660,000 円～1,023,000 円 847,000 円 

６００万円超７００万円以下 825,000 円～1,188,000 円 1,012,000 円 

７００万円超８００万円以下 990,000 円～1,353,000 円 1,177,000 円 

８００万円超９００万円以下 1,155,000 円～1,518,000 円 1,342,000 円 

９００万円超１０００万円以下 1,320,000 円～1,683,000 円 1,507,000 円 

１０００万円超１２００万円以下 1,485,000 円～2,013,000 万円 1,749,000 円 

１２００万円超１４００万円以下 1,815,000 円～2,343,000 円 2,079,000 円 

１４００万円超１６００万円以下 2,145,000 円～2,673,000 円 2,409,000 円 

１６００万円超１８００万円以下 2,475,000 円～3,003,000 円 2,739,000 円 

１８００万円超２０００万円以下 2,805,000 円～3,333,000 円 3,069,000 円 

２０００万円超２２００万円以下 3,135,000 円～3,663,000 円 3,399,000 円 

２２００万円超２４００万円以下 3,465,000 円～3,993,000 円 3,729,000 円 

２４００万円超２６００万円以下 3,795,000 円～4,323,000 円 4,059,000 円 

２６００万円超２８００万円以下 4,125,000 円～4,653,000 円 4,389,000 円 

２８００万円超３０００万円以下 4,455,000 円～4,983,000 円 4,719,000 円 

３０００万円超４０００万円以下 4,785,000 円～6,303,000 円 5,544,000 円 

４０００万円超５０００万円以下 6,105,000 円～7,623,000 円 6,864,000 円 

５０００万円超６０００万円以下 7,425,000 円～8,943,000 円 8,184,000 円 

６０００万円超７０００万円以下 8,745,000 円～10,263,000 円 9,504,000 円 

７０００万円超８０００万円以下 10,065,000 円～11,583,000 円 10,824,000 円 

８０００万円超９０００万円以下 11,385,000 円～12,903,000 円 12,144,000 円 

９０００万円超１億円以下 12,705,000 円～14,223,000 円 13,464,000 円 

 

 


